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令和７年第９回豊山町教育委員会定例会会議録 

                  

１ 開催日時 令和７年９月５日（金） 午前９時から午前１０時１０分まで 

２ 開催場所 豊山町役場 ３階 会議室３ 

３ 出 席 者 

 

 

教育長職務代理者     佐 藤 正 司 

教育委員         後 藤 明 美 

教育委員         志 水 千 鶴 

説明のため出席した職員 

 事務局長         小 塚 和 宣 

教育参事         山 中 洋 子 

学校教育課長             菊 地 智 行 

給食センター所長         牛 田 彰 和 

生涯学習課長       青 井 宏 司 

教育専門員        渡 邉 亘 宏 

４ 傍 聴 者 なし 

５ 議  題 日程第１ 前回会議録の承認 

日程第２ 事業報告 

日程第３ 付議案件 

（１）議案第２４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価の結果報告書（令和６年度分）について 

（２）承認第 ５号 令和７年度豊山町一般会計補正予算（第２号）（教育委

員会関係分）に対する意見に係る代決について 

（３）報告第２３号 令和６年度豊山町一般会計歳入歳出決算（教育委

員会関係分）について 

（４）報告第２４号 豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一

部改正について 

（５）報告第２５号 豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施

要綱の一部改正について 

（６）報告第２６号 令和７年度第１回給食センター運営委員会について 

日程第４ その他 

６ 議事内容 

 開会の宣告（午前９時） 

職務代理者： 皆様おはようございます。 

９月１日の９月定例会で１年近く空席になっておりました教育長の人
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事案件が全会一致で可決されました。それにより、９月２２日付で新し

い教育長が就任されることが決定しました。非常事態の中、学校の先生

方、山中参事を始め教育委員会職員の皆さんの奮闘により何とか急場を

しのぐことができました。私自身も教育長不在の間、本当に微力ながら

代理が全うできたのは皆様の協力のおかげと感謝申し上げます。 

新しい教育長の下で、これからまた豊山町の子どもたちのため、また

明るい未来のために新しい目標を立てていただくことになると思いま

す。教育長指導の下、これまで以上に頑張っていただくことを期待して

います。 

それでは第９回教育委員会定例会をしていきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 【日程第１ 前回会議録の承認】 

職務代理者： 議事に入ります前に、事前に配付させていただいた、令和７年第８回

豊山町教育委員会定例会の会議録は、このまま承認してよろしいですか。 

  （「異議なし」の声） 

職務代理者： 令和７年第８回豊山町教育委員会定例会の会議録は、承認をいたしま

すので、閉会後に委員の皆様のご署名をお願いします。 

 【日程第２ 事業報告】 

事 務 局 長 ： 前回定例会からこの間の事業報告をいたします。 

令和７年８月１日（金）から令和７年９月４日（木）までの事業報告

でございます。 

企画課の事業となりますが、８月５日（火）から８日（金）に友好交

流都市の北海道せたな町へ中学生派遣事業が実施されました。男子５

名・女子５名の１０名が派遣され、せたな町の中学生と農業体験やキャ

ンプを通じて交流を行いました。 

８月７日（木）に町長への表敬訪問がありました。来庁されたのは、

新栄小学校３年生と新栄小学校１年生の姉妹です。訪問理由は８月２１

日（木）、２４日（日）に東京武道館で行われる第２５回全日本少年少女

空手道選手権大会に出場することを報告するためです。 

８月２１日（木）から２２日（金）、長野県の阿智村で豊山中学校の生

徒の体験スポーツ事業が実施されました。１年生の生徒１４６名が参加

しました。 

８月２０日（水）にエアポートビューマラソン第１回実行委員会と第

２回豊山町愛知駅伝チームサポート会議を開催しました。 

８月２１日（木）に豊山町議会総務文教委員会の調査で志水小学校の

トイレ改修工事の現地視察を行いました。 
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８月２２日（金）に第２回豊山町教育事務執行等外部評価委員会を開

催しました。結果報告につきましては、議案第２４号で説明いたします。 

８月２５日（月）に第４回豊山町民体育大会実行委員会を開催しまし

た。 

９月１日（月）から第３回豊山町議会が始まっています。（１）教育委

員会に関する一般質問は、議員１０名中６名より通告を受けております。

一般質問につきましては、８日（月）午前９時３０分から開催予定です。

また（２）教育委員会に関する議案のうち、議案第５１号「教育長の任

命について」、議案第５２号「教育委員会委員の任命について」の人事案

件につきましては、議会初日に全会一致で可決され、議会の同意をいた

だきました。教育長につきましては伊藤圭樹氏、任期が令和７年９月２

２日から令和１０年９月２１日までの３年間です。また、後藤明美委員

につきましては、令和７年９月３０日をもって任期満了となりますので、

引き続き教育委員をお願いするものです。議案第６２号「令和７年度豊

山町一般会計補正予算（第２号）」につきましては、志水小学校施設整備

工事として５百万５千円を計上しています。 

９月２日（火）に町内校長会議を開催しました。 

以上で報告を終わります。 

 【日程第３ 付議案件】 

職務代理者： それでは、付議案件に入ります。 

 「議案第２４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価の結果報告書（令和６年度分）について」、事務局から説明をお願

いします。 

教育専門員： ―説明― 

職務代理者： 事務局より説明がありました。ただいまの説明について、何かご意見、

ご質問はございますか。 

志 水 委 員 ： 私が関わっている志水小学校に限ったことしか分かりませんが、１６

番の地域人材を生かしたキャリア教育に関して、子どもたちへ将来の職

業について３回ほどお話をさせていただいています。５・６年生に限っ

てですが、多岐にわたる方が各クラス２、３名ずつお話してもらってい

ます。 

後 藤 委 員 ： 何をしているか教えてください。 

志 水 委 員 ： 私は元々ピアノを教えていましたので、昨年と一昨年はその話をしま

した。また、ハンドメイドもしていますので、その話もしました。パソ

コンを使って画像を作る方やジュエリーを作る方、モデルをされている

方、パティシエをされている方等、色々な職業の方の話を志水小学校で
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はしてもらっているので、他の学校でもしていると思っていました。他

の学校でもしてもらえると良いということでＢ評価なのですね。 

事 務 局 長 ： 同じような話が会議中も出ました。 

志 水 委 員 ： スポーツに関しても、知らない子がたくさんいます。広報には掲載さ

れていますが、見ている方も限られています。学校でもプリントは配布

されますが、配布だけで終わってしまっているのでもっと情報発信をし

てほしいです。 

職務代理者： 柱２は学校が行うことについての評価ですね。 

教 育 参 事 ： はい。 

職務代理者： そのうちのキャリア教育がＢ評価ということで、その評価がついたと

いうのはそれなりに理由があるということですね。ご意見を参考にして

改善をお願いします。 

後 藤 委 員 ： キャリア教育は難しいですね。中学３年生で行うのですか。それとも

小学校から行うのですか。 

教 育 参 事 ： キャリア教育は小学校から行いますが、中学２年生で職場体験という

形で具体的に行います。出前授業も小学校で行っています。志水小学校

の活動を他校に広げていけると良いかと思います。 

後 藤 委 員 ： 私も母校の中学校のキャリア教育で話をしに行きますが、いろいろな

業種の出身者の中から、生徒からこの人の話を聞きたいというのを応募

してもらい、授業の一環で話を聞くということをしています。 

色々考えて今度は少しでも改善してもらえると良いと思います。 

職務代理者： ありがとうございます。他にご意見等ないようですので、ただいまの

議案第２４号について、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

 （異議なしの声） 

職務代理者： 議案第２４号は、原案どおり可決されました。 

続いて「承認第５号 令和７年度豊山町一般会計補正予算（第２号）

（教育委員会関係分）に対する意見に係る代決について」、事務局から

説明をお願いします。 

事 務 局 長 ： ―説明― 

職務代理者： 事務局より説明がありました。ただいまの説明について、何かご意見、

ご質問はございますか。 

ご意見等ないようですので、ただいまの承認第５号について、原案の

とおり承認してよろしいでしょうか。 

 （異議なしの声） 

職務代理者： 承認第５号は、原案どおり承認されました。 

続いて「報告第２３号 令和６年度豊山町一般会計歳入歳出決算（教
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育委員会関係分）について」、事務局から説明をお願いします。 

事 務 局 長 ： ―説明― 

職務代理者： 事務局より説明がありました。ただいまの説明について、何かご意見、

ご質問はございますか。 

新栄小学校のトイレ改修工事事業は１億３１万７千円で、教育債が６

千７百５０万円とありますが、他に補助金等の財源はありますか。それ

ともすべて自己財源ですか。 

事 務 局 長 ： これにつきましては、国庫支出金で学校施設環境改善交付金として１

千３百３０万６千円いただいております。 

職務代理者： 残りは自己財源ですか。 

事 務 局 長 ： そうです。 

職務代理者： 志水小学校も同じですか。 

事 務 局 長 ： はい。 

職務代理者： 他にご意見等ないようですので、続いて「報告第２４号 豊山町私立

高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正について」、事務局から説

明をお願いします。 

学校教育課長： ―説明― 

職務代理者： 事務局より説明がありました。ただいまの説明について、何かご意見、

ご質問はございますか。 

後 藤 委 員 ： 新しく通信制の生徒も今後対象になるのですね。対象となる生徒にし

っかり周知をお願いします。 

学校教育課長： 参考に今後のスケジュールをお伝えします。広報９月号に記事を掲載

しております。また、町ホームページにも掲載しております。各私立学

校等にも制度の周知を依頼しております。 

職務代理者： １０月１日施行ですか。それとも４月に遡りますか。 

学校教育課長： １０月１日から今年度の申請を開始しますので、公布の日、具体的に

は８月１４日から施行としております。 

職務代理者： 分かりました。他にご意見等ないようですので、続いて「報告第２５

号 豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部改正に

ついて」、事務局から説明をお願いします。 

学校教育課長： ―説明― 

職務代理者： 事務局より説明がございました。ただいまの説明について、何かご意

見、ご質問はございますか。 

ご意見等ないようですので、続いて「報告第２６号 令和７年度第１

回給食センター運営委員会について」、事務局から説明をお願いします。 

給食センター所長： ―説明― 
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職務代理者： 事務局より説明がございました。ただいまの説明について、何かご意

見、ご質問はございますか。 

ご意見等ないようですので、以上で付議案件を終わります。 

 【日程第４ その他】 

職務代理者： 次に「その他」の事項に入ります。事務局から、その他報告事項等は

ありますか。 

学校教育課長： 志水小学校トイレ改修工事の進捗状況についてご報告します。８月い

っぱいで屋外トイレと体育館トイレは工事を完了しました。９月から屋

外トイレと体育館トイレは使用可能となっています。補正予算に計上し

ました石綿除去工事を実施することにより、作業工程が一部変更になっ

ています。本来は西トイレから作業する予定でしたが、東トイレから工

事を行っております。したがいまして、児童の皆さんには西トイレを使

用していただいています。東トイレの工事は１０月末頃に完了予定で、

入れ替える形で西トイレを工事します。児童の皆さんには１１月から東

トイレを使用してもらいます。作業工程を入れ替えたことによる学校運

営への影響はありません。 

―次回教育委員会定例会の開催日時について連絡― 

職務代理者： 他に委員の皆様から何かご発言があればお願いします。 

 （発言なし） 

 閉会の宣告（午前１０時１０分） 

職務代理者： 以上で、令和７年第９回豊山町教育委員会定例会を閉会します。 

 



令和７年第９回豊山町教育委員会定例会 次第 

 

日 時：令和７年９月５日（金） 

                       午前９時００分 

場 所：豊山町役場 ３階 会議室３ 

 

１ 開会の宣告 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 事業報告 

 

４ 付議案件 

（１）議案第２４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結

果報告書（令和６年度分）について 

（２）承認第 ５号 令和７年度豊山町一般会計補正予算（第２号）（教育委員会関

係分）に対する意見に係る代決について 

（３）報告第２３号 令和６年度豊山町一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）

について 

（４）報告第２４号 豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正につ

いて 

（５）報告第２５号 豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部

改正について 

（６）報告第２６号 令和７年度第１回給食センター運営委員会について 

 

５ その他 

 

６ 閉会の宣告 



 

議案第２４号 

 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果 

報告書（令和６年度分）について 

 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書（令和

６年度分）を別紙のとおり作成することについて、議決を求める。 

 

  令和７年９月５日提出 

 

豊山町教育委員会教育長職務代理者 佐藤 正司  

 

提出理由 

 この案を提出するのは、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価の結果報告書（令和６年度分）の作成に関して、教育委員会の決定を得る

ため必要があるからである。 



教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の 

結果報告書（令和６年度分）について〔概要〕 

 

１ 経緯 

平成 19 年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という）が改正され、平

成20年４月から、教育委員会は毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び 評価（以

下「点検・評価」という）を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出し公表しなければならな

いとされた。また、点検・評価を行う際には、教育に関して学識経験を有する者の知見を活用することが求

められている。 

２ 令和７年度 豊山町教育事務執行等外部評価委員 

堀田 裕子 摂南大学 現代社会学部 教授 

岡島 啓子 愛知県教育委員会尾張教育事務所 家庭教育コーディネーター 

３ 外部評価委員会開催日時   

第１回 令和７年７月２４日（木） 午後２時～午後３時３０分  豊山町役場２階 会議室２ 

第２回 令和７年８月２２日（金） 午後２時～午後３時     豊山町役場２階 会議室２ 

４ 評価基準及び全体の評価 

 基     準 
評価（全 27 項目） 評価（全 27 項目） 

令和６年度 令和５年度 

Ｓ 良い。現在の水準を維持し継続する。  ９ ９ 

Ａ 概ね良い。内容を更に充実して継続する。  １７ １８ 

Ｂ 良いが、見直しをし、改善して継続する。  １ ０ 

Ｃ 評価が低い。抜本的に見直しをするか、廃止をする。 ０ ０ 

５ 報告書の構成 

第１部 点検・評価制度の概要 

    １ 経緯  ２ 点検・評価の対象  ３ 点検・評価の方法 

第２部 教育委員会の活動状況の点検・評価 

    １ 教育委員会会議の開催と審議状況  ２ 教育委員の活動状況 

第３部 主要施策と事業の自己点検・自己評価 

    柱１ 子どもの意欲を引き出し、夢と志を応援する学校教育 

    柱２ つながれた学校・家庭・地域 

    柱３ 学びを支える教育環境 

    柱４ 生活を豊かにする芸術・文化・スポーツ 

第４部 学識経験者による評価 

６ 評価 

 内   容 評価 学識経験者の評価（抜粋） 

 

１ 教育委員会会議の開催と審議状況 Ａ 

堀田委員：豊山町のホームページ上で公開され

ている全 12 回の定例会会議録からは、回によ

っては十分な時間をかけて意見交換が為され

ていることが確認でき、定例会および会議は、

前年度同様、適切におこなわれている。 

 

２ 教育委員の活動状況 Ａ 

岡島委員： 学校訪問、校長との合同会議、各

種総会・研修会等への参加など活動状況として

十分に評価できる。今後も継続されたい。正し

い現状把握、実態把握あってこそ、議論が深ま

り、適切な施策や手立てに繋がっていく。 



 

柱 

１ 

1 情報教育の推進 Ｓ 

Ａ １ 堀田委員：小中学校におけるICT活用、情

報モラル教育、プログラミング教育、オンライ

ンでの交流など、単に情報機器を使うことがで

きるという技能を超えた情報教育がすでに定

着しつつあることが伺える。 

６ 岡島委員：町職員の加配が１名増えている

ことはよいことである。「個に応じた適切な支

援ができるように努める」とあるが策を講じ、

ぜひお願いしたい。学校教育の全体に言えるこ

とだが、教員・支援員の質の向上に掛かってい

る。 

 2 外国語教育・国際交流の推進 Ａ 

 3 道徳教育の推進 Ａ 

 4 教員の資質向上 Ａ 

 5 少人数指導、ティームティーチングの推進 Ｓ 

Ｓ 

 6 特別支援教育の推進 Ｓ 

 7 教育相談・生徒指導体制の充実 Ａ 

 8 健やかな児童生徒の育成 Ａ 

 9 学校体育・スポーツ活動の推進 Ａ 

 10 就学援助の充実 Ａ 

 

柱 

２ 

11 家庭の教育力向上への支援 Ａ 

Ｓ 

16 堀田委員：評価は「Ａ」とされているが、

小学校の出前講座には地域人材を活用するな

ど、まだ改善の余地があると思われるため、

「Ｂ」評価が適切ではないか。 

13 岡島委員：スポーツ少年団の活動は長く継

続されていて、すばらしいと思う。実績からさ

らに入団が増えていることにも驚く。指導者の

尽力により、丈夫な体と豊かな心が確実に育ま

れていると思う。その趣旨のもと指導者が引き

継がれ、今後も継続されていくことを願う。 

 
12 地域の教育力向上への支援 Ｓ 

 13 子どもの豊かな心を育む活動支援 Ｓ Ｓ 

 
14 地域に開かれた学校経営の推進 Ａ 

Ａ  15 特色ある学校教育の推進 Ａ 

 16 地域人材を生かしたキャリア教育 Ｂ 

 

柱 

３ 

17 学校給食・食育の充実 Ａ 

Ｓ 

18 堀田委員：校舎の老朽化に伴う改築工事

は、今後随所で必要になってくると思われる

が、建てられた当初とは自然環境も社会状況も

異なることから、児童生徒にとって快適な環境

づくりには躊躇しないでいただきたい。 

21 岡島委員： 社会教育施設が積極的・有効

的に町民に活用されていることに驚く。利用者

のマナーも含め、誰もが気持ちよく安全安心に

使えるような施設管理・整備をお願いしたい。 

 18 学習環境の整備拡充 Ｓ 

 19 教員の働き方改革の推進 Ｓ 

 20 学ぶ機会の充実 Ａ 

Ａ  21 社会教育施設の整備・充実 Ａ 

 22 読書活動の推進 Ａ 

 

柱 

４ 

23 芸術・文化活動の推進 Ｓ Ｓ 
23 堀田委員：声優・歌手によるコンサートは、

町民の皆様にとって大変貴重な経験となった 

ことと思う。毎年は難しいだろうが、数年に１

回はこのように高い芸術文化に触れる機会を 

提供できたら素晴らしい。 

25 岡島委員：指導者の育成支援事業、総合型

地域スポーツ・文化クラブ運営事業ともに大変

充実している。幼児の体操教室や様々な子ども

運動教室等、豊富さに驚く。子どもの脳や身体

発達の面からもそして経済的な面からも、町民

にぜひ有効に活用されるとよいと願う。 

 
24 文化財・郷土資料の保存・活用 Ｓ Ｓ 

 
25 スポーツに関わる機会の創出 Ａ 

Ａ 

 
26 スポーツによる町のにぎわいづくり  Ａ 

 

27 スポーツ施設・環境整備の推進 Ａ 

 

７ 報告書の取扱い 

  地教行法に基づき、議会に提出するとともに、公表するため町ホームページに掲載する。 



承認第５号 

 

令和７年度豊山町一般会計補正予算（第２号）（教育委員会関係分） 

に対する意見に係る代決について 

 

豊山町教育委員会事務決裁規程第５条第１項及び第２項に基づき、事務局長

が令和７年度豊山町一般会計補正予算（第２号）（教育委員会関係分）に対する

意見に係る事務の代決を行ったことについて、同規程第７条第１項に基づき、

承認を求める。 

 

  令和７年９月５日提出 

 

豊山町教育委員会教育長職務代理者  佐藤 正司  

 

提出理由 

この案を提出するのは、令和７年度豊山町一般会計補正予算（第２号）（教育

委員会関係分）に対する意見について、豊山町教育委員会事務決裁規程第５条

第１項及び第２項に基づき、事務局長が事務の代決を行ったため、同規程第７

条第１項により、承認を求める必要があるからである。 



 

 

令和７年度豊山町一般会計補正予算（第２号）（教育委員会関係分）について 

 

 

歳出 ５，００５千円 

 

 

１ 小学校費 学校施設整備事業 

（１）補正予算要求額（歳出） ５，００５千円 

工事請負費（志水小学校施設整備工事） ５，００５千円 

＜概要＞ 

   志水小学校トイレ改修工事において、校舎西トイレ系統の間仕切り壁に使

用されているタイル下接着剤に石綿が含まれていることが判明したことから、

除去・処分に必要となる費用について予算計上する。 

 

 

参 考 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（教育委員会の意見聴取） 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部

分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議

案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

豊山町教育委員会事務決裁規程（抜粋） 

 

（代決） 

第５条 教育長は、教育委員会が処理すべき事務について、緊急やむを得ない事情

により教育委員会の会議に付するいとまのないときは、その事務を代決すること

ができる。 

２ 教育長が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。 

（報告及び後閲等） 

第７条 教育長は、第５条第１項の規定により事務を代決したときは、これを次の

教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、代決した事案については、速やかに当該事務の専

決権者の後閲を受けなければならない。 



報告第２３号 

 

令和６年度豊山町一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）について 

 

令和６年度豊山町一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）について、別

紙のとおり報告します。 



別紙

教育総務費 学校給食費

・教科用図書改訂事業 25,987千円 ・新給食センターの適正な運営事業 108千円

　小学校教科書改訂に伴う指導用図書や指導教材等の購入及び社会科 　給食センター運営委員会の実施

　副読本の編集印刷委託業務 ・食物アレルギー対応の促進事業 38千円

・いじめ・不登校への対応事業 18,644千円 　学校給食アレルギー対応検討委員会の実施

　教育支援センターの運営、スクールカウンセラー・スクール ・学校給食事業（委託料） 93,667千円

　ソーシャルワーカーの配置 　給食調理委託、給食センターの施設管理

・外国語教育の充実事業 14,187千円

　英語専科教員、外国人英語助手の配置 幼稚園費

・児童生徒援助事業 11,685千円

　要保護準要保護児童生徒就学援助、特別支援教育就学奨励費支給 ・幼児教育支援事業 52,975千円

　幼児教育に係る保護者の経済的負担を支援

小学校費

社会教育費 支出済額 182,619千円

・学校管理一般事業（報酬等） 45,159千円 予算現額 193,542千円

　少人数指導、ティームティーチングを実施するための町講師等の配置 ・文化財の保存・活用事業 16,391千円

・学校施設整備事業（工事請負費） 100,317千円 　埋蔵文化財の有無を確認するために試掘調査を実施

　新栄小学校トイレ改修工事の実施 876千円

・学校施設整備事業（工事請負費） 2,178千円 　「子ども読書活動推進計画」等を議題とした審議会を開催

　豊山小学校防災井戸設置工事の実施 2,531千円

・ＩＣＴ機器の活用推進事業 70,994千円 　松本梨香さんによるコンサートを開催

　タブレット機器賃借等によるＩＣＴ機器の活用推進 53,602千円

※志水小学校トイレ改修工事に係る予算（203,115千円）は令和７年度へ 　社会教育センター幼児遊戯室タイルカーペット貼替工事を施工

　繰越

保健体育費

中学校費

・総合型地域スポーツ・文化クラブ運営事業 2,018千円

・学校管理一般事業（報酬等） 16,335千円 　地元住民や企業の協力による「わくわくくらぶ」を実施

　少人数指導、ティームティーチング、校内教育支援センターを実施 ・スポーツ大会の開催事業 4,300千円

　するための町講師等の配置 　「町民体育大会」「とよやまエアポートビューマラソン」を開催

・学校施設整備事業（工事請負費） 1,485千円 ・愛知駅伝への参加・支援事業 768千円

　豊山中学校プール可動式屋根南屋根車輪調査及び研磨工事 　愛知駅伝大会にチームを編成し参加

・ＩＣＴ機器の活用推進事業 26,609千円 ・豊山グランド維持管理事業 5,985千円

　タブレット機器賃借等によるＩＣＴ機器の活用推進、 　散水給水管配管の移設工事や建物の建具改修工事等を実施

　デジタル採点システムの導入 ・豊山スカイプール維持管理事業 21,793千円

　スカイプールの運営

支出済額     88,293千円

・社会教育センター管理一般事業

予算現額     91,968千円

支出済額     51,984千円

予算現額     56,235千円

・文化振興事業、お昼のときめきコンサートの充実事業

令和６年度　教育費決算の概要

主な事業

支出済額     163,876千円 支出済額     245,382千円

予算現額     181,357千円 予算現額     254,239千円

支出済額     52,975千円

予算現額     73,359千円

支出済額     298,013千円

予算現額     527,907千円

・学習ニーズに対応した学習プログラムの提供事業

使用料及び手数料

6,436千円

2.8%

国庫支出金

42,644千円

18.9%

県支出金

20,693千円

9.2%

寄附金

150千円

0.1%学校給食費負担金

86,618千円

38.3%

その他諸収入

2,113千円

0.9%

教育債

67,500千円

29.8%

226,154千円

歳入合計

教育総務費

163,876千円

15.1%

小学校費

298,013千円

27.5%

中学校費

88,293千円

8.1%

学校給食費

245,382千円

22.7%

幼稚園費

52,975千円

4.9%

社会教育費

182,619千円

16.9%

保健体育費

51,984千円

4.8%

1,083,142千円

歳出合計



報告第２４号 

 

豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正について 

 

 豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正について報告します。 



 

１ 

豊山町告示第６４号 

 

 豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱（令和３年豊山町告示第４８号）の一部を次

のように改正する。 

 

  令和７年８月１４日 

 

豊山町長 服 部 正 樹  

 

 第２条第２項第１号中「１０月１日」の次に「（以下「基準日」という。）」を加え、同項

第２号中「補助金の交付を受けようとする年度の１０月１日」を「基準日」に改め、同項第

３号及び第４号を次のように改める。 

 （３） 私立高等学校等の全日制の課程に在籍する者のうち、基準日において私立高等学

校等に在籍する期間が通算して３６月を超えるもの 

 （４） 私立高等学校等の定時制の課程若しくは通信制の課程に在籍する者のうち、基準

日において私立高等学校等に在籍する期間が通算して４８月を超えるもの 

第３条中「交付額は、」の次に「１年度につき」を加え、同条第１号中「年額 １８，０

００円」を「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」に改め、同号に次のよ

うに加える。 

ア 私立高等学校等の全日制の課程又は定時制の課程に在籍する場合 １８，０００円 

イ 私立高等学校等の通信制の課程で授業料が定額をもって定められているものに在

籍する場合 １，３００円 

ウ 私立高等学校等の通信制の課程で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の

額を定めるものに在籍する場合 １単位につき５２円 

第３条第２号中「年額 ４８，０００円」を「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額」に改め、同号に次のように加える。 

ア 私立高等学校等の全日制の課程又は定時制の課程に在籍する場合 ４９，８００円 

イ 私立高等学校等の通信制の課程で授業料が定額をもって定められているものに在

籍する場合 ３，６００円 

ウ 私立高等学校等の通信制の課程で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の

額を定めるものに在籍する場合 １単位につき１４４円 



 

２ 

第３条第３号中「から４１５，４９９円まで」を「以上」に、「年額 ２８，８００円」

を「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」に改め、同号に次のように加え

る。 

ア 私立高等学校等の全日制の課程又は定時制の課程に在籍する場合 ２９，９００円 

イ 私立高等学校等の通信制の課程で授業料が定額をもって定められているものに在

籍する場合 ２，２００円 

ウ 私立高等学校等の通信制の課程で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の

額を定めるものに在籍する場合 １単位につき８８円 

第３条第４号を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項第１号ウ、第２号ウ及び第３号ウの額の算定に当たっては、次の各号によるものと

する。 

（１）  算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数

及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が３０を超えない範囲内とし、３

０を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の

単位数に係る単位について合算することができない。 

（２）  算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履

修する期間を満了したものの単位数及び算定月の属する年度において算定月の前

月までに履修を開始した科目の単位数並びに算定月に履修を開始する科目の単位

数の合計が７４を超えない範囲内とし、７４を超える場合にあっては、算定月に履

修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算するこ

とができない。 

様式第１号中 

「 

学校・課程 

全 日 制                   

（定 時 制） 

高等課程 

                                   」を 

「 

学校・課程 
全 日 制・定 時 制 

通 信 制・高等課程 

                                」に、 



 

３ 

「 

上記の者は、本校に在学していることを証明します。 

     年  月  日 

 学 校 名 

学 校 長                   

授 業 料 年    額              円 

                                 」を 

「 

上記の者は、本校に在学していることを証明します。 

     年  月  日 

 学 校 名 

学 校 長                   

履修科目の単位数 

（当該年度） 単位 

履修科目の単位数 

（ 通 算 ） 単位 

授 業 料 年    額              円 

                                  」に、 

「 

 ◎本年１月１日に他の市町村に住所を有していた場合は、前住所地の市（区） 

町村長の所得課税証明書を添付してください。 

                                  」を 

「 

 ◎本年１月１日に他の市町村に住所を有していた場合は、前住所地の市（区） 

町村長の所得課税証明書を添付してください。 

 ◎「履修科目の単位数」については、私立高等学校等の通信制の課程で生徒が 

履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるものに在籍する場合に 

のみ記載してください。 

                                    」に改める。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

 （補助金の額の特例） 



 

４ 

２ この告示による改正後の豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱（以下「新要綱」

という。）第３条第１項の規定は、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の中欄

に掲げる学年に在籍する者について適用し、同表の右欄に掲げる学年に在籍する者につい

ては、なお従前の例による。 

令和７年度 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 

令和８年度 第３学年以下の学年 第４学年 

令和９年度以降 全学年  

３ 前項の規定にかかわらず、令和７年度に限り、私立高等学校等の定時制の課程の第４学

年に在籍する者に対する新要綱第３条第１項の規定の適用については、同項中「４９，８

００円」とあるのは「４６，２００円」と、「２９，９００円」とあるのは「２７，８０

０円」とする。 

 （経過措置） 

４ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されてい

る用紙は、この告示による新要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用すること

ができる。 

 

 



５ 

豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（対象者） （対象者） 

第２条 略 第２条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

者は、補助金の交付を受けることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

者は、補助金の交付を受けることができない。 

（１） 補助金の交付を受けようとする年度の１０月１日

（以下「基準日」という。）において対象者でない者 

（２） 基準日において対象者の保護者等（高等学校等就学

支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８

号）第３条第２項第３号に規定する「保護者等」をい

う。以下同じ。）が本町に住所を有しない者 

（１） 補助金の交付を受けようとする年度の１０月１日に

おいて対象者でない者 

（２） 補助金の交付を受けようとする年度の１０月１日に

おいて対象者の保護者等（高等学校等就学支援金の支

給に関する法律（平成２２年法律第１８号）第３条第

２項第３号に規定する「保護者等」をいう。以下同

じ。）が本町に住所を有しない者 

（３） 私立高等学校等の全日制の課程に在籍する者のう

ち、基準日において私立高等学校等に在籍する期間が

通算して３６月を超えるもの 

（３） 私立高等学校等の通信制の課程に在籍する者 

（４） 私立高等学校等の定時制の課程若しくは通信制の課

程に在籍する者のうち、基準日において私立高等学校

等に在籍する期間が通算して４８月を超えるもの 

（４） 補助金の交付を受けようとする年度の対象者の保護

者等の算定基準額（高等学校等就学支援金の支給に関

する法律施行令（平成２２年政令第１１２号）第１条

第２項に規定する算定基準額をいう。以下同じ。）

が、４１５，５００円以上の者（授業料の補助を受け

ようとする学年度の初日の属する年の前年の１２月３

１日現在において２３歳未満の者で、保護者等の地方

税法（昭和２５年法律２２６号）第２９２条第１項第

９号に規定する扶養親族であり、かつ、保護者等の市

町村民税の申告において扶養親族とされている者のう

ち、その出生の最も早いものから順次に数えて第３番

目以降のものを除く。） 



６ 

豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（補助金の額） （補助金の額） 

第３条 補助金の交付額は、１年度につき次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、納入すべき

授業料（他に授業料に対する補助、減免等を受けている場合

は、その金額を差し引いた後の額をいう。）が、補助金額に

満たないときは、その納入すべき授業料とする。 

第３条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。ただし、納入すべき授業料（他に

授業料に対する補助、減免等を受けている場合は、その金額

を差し引いた後の額をいう。）が、補助金額に満たないとき

は、その納入すべき授業料とする。 

（１） 保護者等の算定基準額が０円から２７０，２９９円

までの場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

（１） 保護者等の算定基準額が０円から２７０，２９９円

までの場合 年額 １８，０００円 

ア 私立高等学校等の全日制の課程又は定時制の課程に在

籍する場合 １８，０００円 

イ 私立高等学校等の通信制の課程で授業料が定額をもっ

て定められているものに在籍する場合 １，３００円 

ウ 私立高等学校等の通信制の課程で生徒が履修する科目

の単位数に応じて授業料の額を定めるものに在籍する場

合 １単位につき５２円 

 

（２） 保護者等の算定基準額が２７０，３００円から３２

５，４９９円までの場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（２） 保護者等の算定基準額が２７０，３００円から３２

５，４９９円までの場合 年額 ４８，０００円 

ア 私立高等学校等の全日制の課程又は定時制の課程に在

籍する場合 ４９，８００円 

イ 私立高等学校等の通信制の課程で授業料が定額をもっ

て定められているものに在籍する場合 ３，６００円 

ウ 私立高等学校等の通信制の課程で生徒が履修する科目

の単位数に応じて授業料の額を定めるものに在籍する場

合 １単位につき１４４円 

 



７ 

豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（３） 保護者等の算定基準額が３２５，５００円以上の場

合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

（３） 保護者等の算定基準額が３２５，５００円から４１

５，４９９円までの場合 年額 ２８，８００円 

ア 私立高等学校等の全日制の課程又は定時制の課程に在

籍する場合 ２９，９００円 

イ 私立高等学校等の通信制の課程で授業料が定額をもっ

て定められているものに在籍する場合 ２，２００円 

ウ 私立高等学校等の通信制の課程で生徒が履修する科目

の単位数に応じて授業料の額を定めるものに在籍する場

合 １単位につき８８円 

 

 （４） 保護者等の算定基準額が４１５，５００円以上の場

合 年額 ２８，８００円 

２ 前項第１号ウ、第２号ウ及び第３号ウの額の算定に当たっ

ては、次の各号によるものとする。 

（１） 算定月の属する年度において算定月の前月までに履

修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始す

る科目の単位数の合計が３０を超えない範囲内とし、

３０を超える場合にあっては、算定月に履修を開始す

る科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位につ

いて合算することができない。 

（２） 算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した

科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの

の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前

月までに履修を開始した科目の単位数並びに算定月に

履修を開始する科目の単位数の合計が７４を超えない

範囲内とし、７４を超える場合にあっては、算定月に

履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に

 



８ 

豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

係る単位について合算することができない。 

 



９ 

豊山町私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 
 

 



報告第２５号 

 

豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部改正について 

 

 豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部改正について報告し

ます。 



１ 

豊山町告示第６６号 

 

 豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱（令和元年豊山町告示第６９号）の

一部を次のように改正する。 

 

  令和７年８月１８日 

 

豊山町長 服 部 正 樹  

 

 第４条第１項及び様式第１号中「４，８００円」を「４，９００円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事

業実施要綱の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和７年度分

の補助対象費用から適用し、令和６年度以前の年度分の補助対象費用については、なお従

前の例による。 

３ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されてい

る用紙は、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用す

ることができる。 



 

２ 

豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（補助金の額） （補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる費用（以下「補助対象費用」

という。）は、満３歳以上の施設等利用給付認定子どもに対す

る副食費とする。ただし、月額４，９００円を限度とする。 

第４条 補助金の交付の対象となる費用（以下「補助対象費用」

という。）は、満３歳以上の施設等利用給付認定子どもに対す

る副食費とする。ただし、月額４，８００円を限度とする。 

２ 略 ２ 略 

 



３ 

豊山町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



1 

 

報告第２６号 

 

令和７年度第１回豊山町給食センター運営委員会について 

 

 令和７年度第１回豊山町給食センター運営委員会を開催しましたので、下記のとお

り報告します。 

 

記 

 

１ 開催日時  令和７年７月２８日（月）午後２時～午後３時 

 

２ 開催場所  豊山町給食センター２階 研修室 

 

３ 出 席 者 

（委 員） 上原正子（委員長）、志水千鶴（副委員長）、後藤祥子、池田いずみ、 

服部いづみ、杉 直哉、尾崎理恵、伊藤英紀 

  （事務局） 小塚和宣（教育委員会事務局長）、牛田彰和（給食センター所長）、 

渡邉志保（栄養教諭）、岡島康裕（給食センター主事） 

４ 欠 席 者 

（委 員） 岡 泰宏 

 

５ 議  題 （１）令和６年度学校給食費の決算見込みについて 

（２）令和７年度学校給食事業の概要について 

（３）その他 

 

５ 議事内容【抜粋】 

（１）令和６年度学校給食費の決算見込みについて 

・委員から「給食費について歳入と歳出の金額に開きがある」と質問があり、「予

算は、歳入と歳出とも同額で計上しているが、長期欠食や給食費滞納等、子供

の欠食や滞納による歳入の減少に伴い差が生じている」と回答した。 

・委員から「歳入が歳出より少ないとのことだが、その不足分の対応は」と質問

があり、「町の一般会計から補填している」と回答した。 

・委員から「未納者への働きかけは誰が行っているか」と質問があり、「給食セ

ンター、学校教育課、学校が共同で滞納者への納付対策を行っている。また、

給食センターから納付書の送付や電話催告を行っている」と回答した。 

・委員から「物価高騰により食材費が上昇しているが、予算計上は食材費高騰も

考慮しているか。」と質問があり、「予算計上時は物価高騰が明確ではなく前年

度を基本に積算した。今後も食材費の動きを注視し、必要に応じて補正予算を

計上する。」と回答した。 

 



2 

 

（２）令和７年度学校給食事業の概要について 

・委員から「実施予定数が小中学校とも１９０日か」と質問があり、「規則に定

めた基準日数を記しており、給食費は実日数で計算する」と回答した。 

・委員から「給食費を改定する場合、食材費となる賄材料費の他に、関連する予

算についても考慮した方が良い」との意見があった。 

・委員から「一般の食費で考えれば、給食は栄養価や衛生面も踏まえた上での金

額であり、安くありがたい」との意見があった。 

・委員から「親子ふれあい給食の参加者の反応はどうか」と質問があり、委員か

ら「家庭で見られない子供の食事の状況を実際に見ることができ、参加できて

良かった」との回答があった。また、委員から「多学年の親子ふれあい給食の

実施も検討してほしい」との意見があった。 

・委員から「給食センター見学について、せっかくの機会なので、手続きの緩和

の検討」について意見があった。 

 

（３）その他 

 ・次回の運営委員会の開催予定について、食材価格高騰の状況を踏まえ、給食費

の改定を検討する場合には、第２回の運営委員会を例年の２月ではなく９月～

１０月頃に行う旨を報告した。 



資料２

  （令和７年５月１日　現在）

1 名 称 　　豊山町給食センター

2 所 在 地 　　豊山町大字青山字金剛１８５番地１

3 事 業 開 始 　　令和２年９月　（新給食センター）

4 職 員 数 　　所長１人、栄養教諭１人

　　事務職員２人（正規職員１人、会計年度任用職員１人）

5 実 施 人 数 　　小学校３校　　　 児童 936人(953人)、職員 103人(102人)、　計1,039人(1,055人)

(　)内は前年度人数 　　中学校１校等　　生徒 496人(490人)、職員  55人(  58人)、　計   551人(  548人)

　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1,590人(1,603人)

6 実施予定日数 　　小学校　１９０日

　　中学校　１９０日

7 給 食 費 　　小学校月額４，９４０円（1食２８６円）

　　中学校月額５，６６０円（１食３２８円）

8 使 用 食 器 具 　　４種類　　大椀、小椀、仕切り皿、深皿

　　　　　　　　ポット（アレルギー除去食用）

　　　　　　　　箸、スプーン、フォーク

9 主 な 事 業 　　献立作成業務、食育指導

　　給食費賦課収納事務、施設設備維持管理　

　　給食調理（委託）、配送（委託）、洗浄業務（委託）

10 給 食 内 容 　　小・中学校の全児童・生徒を対象に給食を提供

　　アレルギー除去食（乳・卵）を提供

11 食 育 指 導 　  栄養教諭、学級担任による食育指導

　  親子ふれあい給食の実施

　　給食センター施設の見学案内・給食の試食

12 予 算 額 　　令和 ６年度　　２５３，９６０千円

　　令和 ７年度　　２５２，２２７千円

令和７年度　学校給食事業概要
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